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１．はじめに
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平素より弊社業務に多大なるご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
インボイス関連のよくあるお問い合わせについてまとめましたので、
ご参照いただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
（２０２３年１１月20日更新）
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【よくあるお問い合わせとその回答】について、以下のページに記載しております

P.4 （１）株式会社ＪＴＢ 登録事業者番号について
（２）施設様の課税／免税による表示方について

P.5   （３）各販売商材ごとの領収書について
P.6 （４）領収書のサンプルについて
P.10   （５）「オンラインカード決済取引明細書（領収書）」は正規の領収書扱いになりますか。

（６）オンラインカード決済（決済代行）の場合、施設様がインボイス未登録の場合でも
インボイス対応の領収書は発行できますか。

P.11 （７）領収書はポイント・クーポン額を含む金額で発行可能ですか。
（８）全額ポイント・クーポン利用の場合、精算額0円で領収書発行は可能ですか。
(９)現地払いのお客様に対して施設様がインボイス対応の領収書を発行する際、

クーポン・ポイントの課税区分はどうなりますか。
Ｐ.12 （１０）オンライン決済の領収書の控えを宿泊施設側も保管する必要があったと

思いますが、領収書のデータをダウンロードする方法はありますか？
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３．よくあるお問い合わせとその回答について
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（１）株式会社ＪＴＢ 登録事業者番号について

「Ｔ８０１０７０１０１２８６３」 でございます。

（２）施設様の課税／免税による表示方について

領収書等の記載において、
課税施設様 ： 消費税込10％
免税施設様 ： 免税事業者等10％税込 と記載いたします。
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３．よくあるお問い合わせとその回答について
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（３）各販売商材ごとの領収書について

※媒介者特例についてはP.12をご覧ください。
※JTBホームページの「よくある質問」（https://customerhelp.jtb.co.jp/s/article/f6138）に
【全般】領収証の発行についてを掲載しております。

販売商材 領収書発行主体 備考

企画旅行 株式会社JTB 一律課税表示となります

手配旅行 株式会社JTB JTBが施設様に代わって、媒介者として領収書を
発行します。（※媒介者特例）ついては、施設様の
課税／免税により表示を出し分けます

るるぶトラベルプラン
（現地払い）

※現地でお客様がご支払いされる
際に、施設様にて発行いただきます

るるぶトラベルプラン
（事前決済）

SBペイメントサービス社 決済代行事業者のSBペイメントサービス社が施
設様に代わって、媒介者として領収書を発行しま
す。ついては、施設様の課税／免税により表示を
出し分けます。

https://customerhelp.jtb.co.jp/s/article/f6138
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（４）領収書のサンプルについて

・JTBHP 企画または手配における課税施設様 ・JTBHP 手配宿泊における免税施設様



2023年11月20日 7

３．よくあるお問い合わせとその回答について

7

（４）領収書のサンプルについて

2023年11月20日

・JTBHPるるぶトラベルプラン課税施設様 ・JTBHPるるぶトラベルプラン免税施設様
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（４）領収書のサンプルについて
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・るるぶトラベルサイト課税施設様 ・るるぶトラベルサイト免税施設様



２．ＪＴＢＨＰ及びるるぶトラベルサイトにおける対応について
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・るるぶトラベルサイト JTBプラン課税施設様 ・るるぶトラベルサイト JTBプラン免税施設様

（４）領収書のサンプルについて

ポイント・クーポンを使用した場合、
仕様上、るるぶトラベルサイトにおけるJTBプランの領収書についてのみ、
その旨が記載されます。
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（５）「オンラインカード決済取引明細書（領収書）」は正規の領収書扱いになりますか。

お客様へはインボイス制度における適格簡易請求書の要件を満たした領収書が発行されます。

（６）オンラインカード決済（決済代行）の場合、施設様がインボイス未登録の場合でも、
インボイス対応の領収書は発行できますか。

弊社の領収書は施設様の「課税」「免税」の登録内容に応じて課税区分を表示する対応となっています。
これは買手であるお客様が、利用した施設が「課税事業者」か「免税事業者」かをご判断いただく
ためです。インボイス制度では、買い手側（お客様）がインボイス未登録（＝免税事業者）の施設を
ご利用された場合、仕入税額控除の対象にはなりません。但し、現在「免税事業者等からの仕入れに
係る経過措置」が国税庁から通達されています。発行される領収書は、この経過措置の適用を受ける
ための区分記載請求書等と同様の記載事項がある領収書となります。
詳細は国税庁HP等をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
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３．よくあるお問い合わせとその回答について
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（７）領収書はポイント・クーポン額を含む金額で発行可能ですか。

クレジット事前決済の場合、ポイント・クーポン額を「除く」金額（＝支払金額）での
発行となります。

（８）全額ポイント・クーポン利用の場合、精算額0円で領収書発行は可能ですか。

■JTBHP 0円での領収書発行はできません。
■るるぶトラベルサイト 0円で領収書発行可能です（ＪＴＢプランの場合は除く）

(９)現地払いのお客様に対して施設様がインボイス対応の領収書を発行する際、
クーポン・ポイントの課税区分はどうなりますか。

お客様との取引において、これらは支払い手段であって、課税資産の譲渡では
ありませんので、課税区分は関連いたしません。
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３．よくあるお問い合わせとその回答について
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（１０）オンライン決済の領収書の控えを宿泊施設側も保管する必要があったと
思いますが、領収書のデータをダウンロードする方法はありますか？

JTBでは媒介者特例（※）を適用しております。それにより、発行された領収書に代え、
・「精算総括書・明細書」
・「客室管理型商品請求書兼明細書」
を保管いただければ結構です。
（次ページに客室管理型商品請求書兼明細書のサンプルを掲載しています）

※媒介者特例

①委託販売事業者（受託者＝JTB）は、買い手（お客様）に交付した適格請求書（＝領収書）の写しを
保存し、委託者（売り手＝宿泊施設様）に交付する必要があります。ただし、複数の委託者（宿泊施設様）の
商品を販売したり、日々多くの購入者に対して適格請求書（＝領収書）を交付したりする場合で、
適格請求書（＝領収書）の写しそのものを交付することが困難なケースでは、適格請求書（＝領収書）の写し
に代え、清算書等の書類である「精算総括書・明細書」の写しを保存すれば問題ありません。

②るるぶトラベルプラン（事前決済）については、本来SBペイメントサービス社が宿泊施設様に発行控えを
手交するべきものとなりますが、JTBがSBPS社よりその業務を受託しております。そのため、適格請求書
（＝領収書）のに代え、清算書等の書類である「客室管理型商品請求書兼明細書」の写しを保存すれば問題
ありません。



13

３．よくあるお問い合わせとその回答について
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※客室管理型商品請求書兼明細書サンプル

現在施設様の登録番号の記載がありませんが、年度内に改修予定でございます。
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